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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）、酸変性ポリオレフィン（Ｂ）及び熱可塑
性エラストマー（Ｃ）を含有する樹脂組成物から成形され、
　上記エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）１００質量部に対する酸変性ポリオレ
フィン（Ｂ）及び熱可塑性エラストマー（Ｃ）の合計含有量が５質量部以上１００質量部
以下であり、
　上記熱可塑性エラストマー（Ｃ）のメルトインデックスが２ｇ／１０分以上１８ｇ／１
０分以下であり、上記熱可塑性エラストマー（Ｃ）の質量平均酸価が２．５ｍｇＫＯＨ／
ｇ以上２０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である艶消しフィルム。
【請求項２】
　上記酸変性ポリオレフィン（Ｂ）に対する熱可塑性エラストマー（Ｃ）の質量比〔（Ｃ
）／（Ｂ）〕が１．５以上１０以下である請求項１に記載の艶消しフィルム。
【請求項３】
　上記熱可塑性エラストマー（Ｃ）が酸変性エチレン－α－オレフィン共重合体である請
求項１又は請求項２に記載の艶消しフィルム。
【請求項４】
　上記酸変性エチレン－α－オレフィン共重合体がカルボン酸変性エチレン－ブテン共重
合体である請求項３に記載の艶消しフィルム。
【請求項５】
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　上記酸変性ポリオレフィン（Ｂ）のメルトインデックスが０．０１ｇ／１０分以上１０
ｇ／１０分以下である請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の艶消しフィルム。
【請求項６】
　上記酸変性ポリオレフィン（Ｂ）が酸変性ポリエチレンである請求項１から請求項５の
いずれか１項に記載の艶消しフィルム。
【請求項７】
　上記酸変性ポリエチレンがカルボン酸変性高密度ポリエチレンである請求項６に記載の
艶消しフィルム。
【請求項８】
　上記エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）のメルトインデックスが０．１ｇ／１
０分以上３０ｇ／１０分以下である請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の艶消し
フィルム。
【請求項９】
　上記エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）のメルトインデックスから、熱可塑性
エラストマー（Ｃ）のメルトインデックスを減じた値が５ｇ／１０分以上である請求項１
から請求項８のいずれか１項に記載の艶消しフィルム。
【請求項１０】
　上記エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）のエチレン単位含有量が３５モル％以
上６０モル％以下である請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の艶消しフィルム。
【請求項１１】
　上記エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）のケン化度が９０モル％以上である請
求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の艶消しフィルム。
【請求項１２】
　上記樹脂組成物全体の質量平均酸価が０．１ｍｇＫＯＨ／ｇ以上５．０ｍｇＫＯＨ／ｇ
以下である請求項１から１１のいずれか１項に記載の艶消しフィルム。
【請求項１３】
　５℃における貯蔵弾性率が１．６ＧＰａ以下である請求項１から請求項１２のいずれか
１項に記載の艶消しフィルム。
【請求項１４】
　凹凸度が８μｍ以上である請求項１から請求項１３のいずれか１項に記載の艶消しフィ
ルム。
【請求項１５】
　基材と、この基材の表面に熱ラミネートにより積層される請求項１から請求項１４のい
ずれか１項に記載の艶消しフィルムとを備える内装材。
【請求項１６】
　表面の光沢度が２０％以下である請求項１５に記載の内装材。
【請求項１７】
　エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）、酸変性ポリオレフィン（Ｂ）及び熱可塑
性エラストマー（Ｃ）を混合して樹脂組成物を得る工程と、上記樹脂組成物を成形する工
程とを有し、
　上記樹脂組成物のエチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）１００質量部に対する酸
変性ポリオレフィン（Ｂ）及び熱可塑性エラストマー（Ｃ）の合計含有量が５質量部以上
１００質量部以下であり、
　上記熱可塑性エラストマー（Ｃ）のメルトインデックスが２ｇ／１０分以上１８ｇ／１
０分以下であり、上記熱可塑性エラストマー（Ｃ）の質量平均酸価が２．５ｍｇＫＯＨ／
ｇ以上２０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である艶消しフィルムの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エチレン－ビニルアルコール共重合体を含む艶消しフィルム、これを用いた
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内装材、及びこの艶消しフィルムの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エチレン－ビニルアルコール共重合体（以下、「ＥＶＯＨ」ともいう。）が耐薬品性、
耐汚染性、可塑剤のブリード防止性等に優れていることを利用し、塩化ビニル製の壁紙等
の表面にはＥＶＯＨフィルムが貼られて使用されている。このようにＥＶＯＨフィルムを
壁紙の表面に用いる場合、ＥＶＯＨフィルムの光沢度が高いため、ＥＶＯＨフィルム表面
の艶消し（低光沢度化）が要求される。このＥＶＯＨフィルム表面の艶消し方法としては
サンドブラスト法、化学薬品による表面処理法、粉末無機物質をブレンドする方法等が知
られているが、これらの方法はコスト高あるいは製膜性が悪くなる等の不都合を有する。
また、ＥＶＯＨ自体の柔軟性が高くないため、このＥＶＯＨフィルムを表面に使用した壁
紙等は、特に冬場など低温環境における施工性が高いものではなく、例えば、折り曲げた
際に表面に折り目がつく場合や、壁の角部への貼り付けにおいて、壁と密着せずに浮く部
分が生じる場合を招来するおそれがある。
【０００３】
　そこで、光沢性を抑えた艶消しフィルムとして、ＥＶＯＨにカルボン酸変性ポリエチレ
ン樹脂を含有したフィルムが開発されている（例えば、特開昭６４－７４２５２号公報、
特開平１－１６６９５１号公報等参照）。このカルボン酸変性ポリエチレン樹脂を含有す
るＥＶＯＨフィルムは、ＥＶＯＨマトリックス中にカルボン酸変性ポリエチレン樹脂が分
散して存在することで、表面に凹凸が形成され、光沢性の抑制を実現するものである。
【０００４】
　しかしながら、このカルボン酸変性ポリエチレン樹脂を含有したＥＶＯＨフィルムを表
面に使用した壁紙は、低光沢性は実現されているものの、上述の施工性の不都合の改善に
は至っていない。そこで、この施工性の低さを改善するために、柔軟性の低いＥＶＯＨの
含有率を低減させるべく、ＥＶＯＨに対してカルボン酸変性ポリエチレン樹脂の含有率を
増加させることが考えられる。しかし、カルボン酸変性ポリエチレン樹脂の含有率を増加
させると、フィルムの製膜性が顕著に低下してしまう。つまり、カルボン酸変性ポリエチ
レン樹脂の含有率が高いＥＶＯＨ樹脂組成物によれば、要求される薄さのフィルムを得る
べく高い引き取り速度で製膜しようとするとフィルムに穴が空くことが多くなり、樹脂組
成物の製膜性が低下し、フィルムの生産性が低下することとなる。
【０００５】
　一方、ＥＶＯＨを含む成形体の柔軟性を向上させるために、柔軟な樹脂として熱可塑性
エラストマーをＥＶＯＨに含有させた複合樹脂も開発されている（特開２００７－９１７
１号公報参照）。しかし、この熱可塑性エラストマー含有ＥＶＯＨ樹脂からフィルムを成
形すると、表面の凹凸が十分に形成されず、さらには壁紙を製造する際にフィルムを基材
表面に熱ラミネート加工すると、フィルム表面の凹凸がさらに平滑化され、得られる壁紙
の光沢度が高くなってしまうという不都合が存在する。
【０００６】
　また、熱可塑性エラストマー含有ＥＶＯＨ樹脂からフィルムを成形加工する際に、押出
機のダイリップ部等の先端部に、経時的に樹脂組成物のカス（以下、「メヤニ」と称す。
）が付着しやすくなる。このメヤニの発生は、フィルムの成形性を低下させ、また、この
メヤニの除去作業のために生産性を低下させる場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開昭６４－７４２５２号公報
【特許文献２】特開平１－１６６９５１号公報
【特許文献３】特開２００７－９１７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　本発明は、これらの事情に鑑みてなされたものであり、樹脂組成物の製膜性と得られる
フィルムの低光沢性とを維持し、かつ、このフィルムを用いた壁紙等の内装材の施工性を
向上させることができ、加えて溶融成形時のメヤニ発生が抑制された艶消しフィルム、こ
れを用いた内装材、及びこのような艶消しフィルムの製造方法の提供を目的とするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するためになされた発明は、
　エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）、酸変性ポリオレフィン（Ｂ）及び熱可塑
性エラストマー（Ｃ）を含有する樹脂組成物から成形され、
　上記エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）１００質量部に対する酸変性ポリオレ
フィン（Ｂ）及び熱可塑性エラストマー（Ｃ）の合計含有量が５質量部以上１００質量部
以下であり、
　上記熱可塑性エラストマー（Ｃ）のメルトインデックスが２ｇ／１０分以上１８ｇ／１
０分以下、上記熱可塑性エラストマー（Ｃ）の質量平均酸価が２．５ｍｇＫＯＨ／ｇ以上
２０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である艶消しフィルムである。
【００１０】
　当該艶消しフィルムは、成形材料である樹脂組成物が、エチレン－ビニルアルコール共
重合体（Ａ）に対し、酸変性ポリオレフィン（Ｂ）に加え、特定の流動性及び酸価を有す
る熱可塑性エラストマー（Ｃ）を上記の量含有することで、エチレン－ビニルアルコール
共重合体（Ａ）以外の樹脂の含有率を高めても、樹脂組成物のフィルムへの製膜性、ひい
ては生産性を維持することができる。また、当該艶消しフィルムは、このように熱可塑性
エラストマー（Ｃ）を含有することで、柔軟性を向上させることができ、その結果、この
フィルムを壁紙等に用いた際の施工性を向上させることができる。さらに、当該艶消しフ
ィルムは酸変性ポリオレフィン（Ｂ）と熱可塑性エラストマー（Ｃ）とを含有し、この二
種類の樹脂がエチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）中に分散して島状に存在するこ
ととなるため、この島状に存在する二種類の樹脂によって表面の凹凸形成が容易になり、
さらに熱ラミネート加工の際もこの凹凸の平滑化を抑制することができる。
【００１１】
　また、当該艶消しフィルムは、所定範囲の酸価を有し、エチレン－ビニルアルコール共
重合体（Ａ）と適度な相溶性を備える熱可塑性エラストマーを（Ｃ）成分として含有して
いる。従って、当該艶消しフィルムは、粒子状に分散して存在する（Ｃ）成分が、溶融成
形の際に（Ａ）成分等と分離しダイスリップ部へ固着することなどによって生じるメヤニ
の発生を抑制することができる。よって、当該艶消しフィルムによれば、ダイリップ部等
に発生するメヤニの除去作業を減らし、生産性を向上させることができる。
【００１２】
　すなわち、当該艶消しフィルムによれば、樹脂組成物の製膜性とフィルムの低光沢性と
を維持し、加えて溶融成形時のメヤニ発生を抑制することができ、さらに、このフィルム
を用いた壁紙等の施工性を向上させることができる。
【００１３】
　上記酸変性ポリオレフィン（Ｂ）に対する熱可塑性エラストマー（Ｃ）の質量比〔（Ｃ
）／（Ｂ）〕としては１．５以上１０以下が好ましい。当該艶消しフィルムは、酸変性ポ
リオレフィン（Ｂ）と熱可塑性エラストマー（Ｃ）との質量比を上記範囲とすることで、
柔軟性と凹凸形成性とを共に向上させることができ、樹脂組成物の製膜性及びこのフィル
ムを用いた壁紙等の施工性と、フィルムの低光沢性とをより高めることができる。
【００１４】
　上記熱可塑性エラストマー（Ｃ）が酸変性エチレン－α－オレフィン共重合体であるこ
とが好ましい。当該艶消しフィルムによれば、上記熱可塑性エラストマー（Ｃ）が酸変性
エチレン－α－オレフィン共重合体であることで、容易かつ効果的に熱可塑性エラストマ
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ー（Ｃ）の均一分散性を高めることができ、その結果、樹脂組成物の製膜性及び凹凸形成
性をさらに高めることができ、併せてメヤニ発生の抑制能もさらに高めることができる。
【００１５】
　上記酸変性エチレン－α－オレフィン共重合体がカルボン酸変性エチレン－ブテン共重
合体であることが好ましい。当該艶消しフィルムによれば、熱可塑性エラストマー（Ｃ）
がカルボン酸変性エチレン－ブテン共重合体であることで、樹脂組成物内での熱可塑性エ
ラストマー（Ｃ）の均一分散性をさらに高めることができ、その結果、樹脂組成物の製膜
性及び凹凸形成性をさらに高めることができ、併せてメヤニ発生の抑制能もさらに高める
ことができる。
【００１６】
　上記酸変性ポリオレフィン（Ｂ）のメルトインデックスとしては０．０１ｇ／１０分以
上１０ｇ／１０分以下が好ましい。当該艶消しフィルムによれば、酸変性ポリオレフィン
（Ｂ）のメルトインデックスを比較的小さい上記範囲の値とすることで、製膜の際に、樹
脂組成物中に分散された酸変性ポリオレフィン（Ｂ）によって効果的に表面に凹凸を形成
することができ、熱ラミネート加工の際の凹凸の平滑化を更に抑制することができる。
【００１７】
　上記酸変性ポリオレフィン（Ｂ）が酸変性ポリエチレンであることが好ましい。当該艶
消しフィルムによれば、上記酸変性ポリオレフィンを酸変性ポリエチレンとすることで樹
脂組成物中の酸変性ポリオレフィンの分散性を高めることができ、その結果、樹脂組成物
の製膜性及び凹凸形成性をさらに高めることができる。
【００１８】
　上記酸変性ポリエチレンがカルボン酸変性高密度ポリエチレンであるとよい。当該艶消
しフィルムによれば、上記酸変性ポリオレフィン（Ｂ）をカルボン酸変性高密度ポリエチ
レンとすることで、樹脂組成物の製膜性及び凹凸形成性をさらに維持又は向上させること
ができる。
【００１９】
　上記エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）のメルトインデックスとしては０．１
ｇ／１０分以上３０ｇ／１０分以下が好ましい。当該艶消しフィルムによれば、エチレン
－ビニルアルコール共重合体（Ａ）のメルトインデックスを比較的大きい上記範囲の値と
することで、樹脂組成物の製膜性を維持することができることに加え、製膜の際に、樹脂
組成物中に分散された酸変性ポリエチレン（Ｂ）及び熱可塑性エラストマー（Ｃ）によっ
て更に効果的に表面に凹凸を形成することができる。
【００２０】
　上記エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）のメルトインデックスから、熱可塑性
エラストマー（Ｃ）のメルトインデックスを減じた値としては５ｇ／１０分以上が好まし
い。当該艶消しフィルムによれば、熱可塑性エラストマー（Ｃ）とエチレン－ビニルアル
コール共重合体（Ａ）とのメルトインデックス差を上記のように大きくすることで、製膜
の際に分散して存在する熱可塑性エラストマー（Ｃ）により、光沢性の低減に十分な大き
さの凹凸を容易に表面に形成することができる。
【００２１】
　上記エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）のエチレン単位含有量としては３５モ
ル％以上６０モル％以下が好ましい。当該艶消しフィルムによれば、エチレン－ビニルア
ルコール共重合体（Ａ）のエチレン単位含有量を上記のように高くすることで、柔軟性が
高まり、このフィルムを壁紙等に使用した際の施工性を更に高めることができる。
【００２２】
　上記エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）のケン化度としては９０モル％以上が
好ましい。当該艶消しフィルムによれば、エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）の
ケン化度を９０モル％以上とすることで、樹脂組成物の製膜性及びこのフィルムを壁紙等
の表面に使用した際の施工性を更に高めることができる。
【００２３】
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　上記樹脂組成物全体の質量平均酸価としては、０．１ｍｇＫＯＨ／ｇ以上５．０ｍｇＫ
ＯＨ／ｇ以下が好ましい。当該艶消しフィルムによれば、樹脂組成物の平均酸価を上記の
範囲とすることで、樹脂組成物の製膜性を更に高めることができるとともに、各成分の均
一分散性を向上させることで凹凸形成性をさらに向上させ、その結果、艶消しフィルムの
光沢度をさらに低減させることができる。また、当該艶消しフィルムによれば、樹脂組成
物の平均酸価を上記の範囲とすることで、（Ａ）～（Ｃ）成分を分散状態と相溶状態との
中間的な状態とし、凹凸形成とメヤニ発生抑制とを同時に達成できる。
【００２４】
　当該艶消しフィルムの５℃における貯蔵弾性率としては１．６ＧＰａ以下が好ましい。
当該艶消しフィルムによれば、特に冬場等の低温環境における柔軟性の低下を抑制するこ
とができ、壁紙等に用いた際の施工性を更に高めることができる。
【００２５】
　当該艶消しフィルムの凹凸度としては８μｍ以上が好ましい。当該艶消しフィルムによ
れば、上記の凹凸度を備えることで、光沢性を効果的に抑えることができる。
【００２６】
　上記課題を解決するためになされた別の発明は、基材と、この基材の表面に熱ラミネー
トにより積層される上記艶消しフィルムとを備える内装材である。当該内装材によれば、
光沢性を抑えることができ、かつ、フィルムの柔軟性が高いため、施工性を高めることが
できる。
【００２７】
　当該内装材の表面の光沢度としては２０％以下が好ましい。このように当該内装材は、
表面に艶消しフィルムを備えるため、表面の光沢度を２０％以下に抑えることで、表面光
沢性の低い内装材として好適に用いることができる。
【００２８】
　本発明の艶消しフィルムの製造方法は、エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）、
酸変性ポリオレフィン（Ｂ）及び熱可塑性エラストマー（Ｃ）を混合して樹脂組成物を得
る工程と、上記樹脂組成物を成形する工程とを有し、上記樹脂組成物のエチレン－ビニル
アルコール共重合体（Ａ）１００質量部に対する酸変性ポリオレフィン（Ｂ）及び熱可塑
性エラストマー（Ｃ）の合計含有量が５質量部以上１００質量部以下であり、上記熱可塑
性エラストマー（Ｃ）のメルトインデックスが２ｇ／１０分以上１８ｇ／１０分以下であ
り、上記熱可塑性エラストマー（Ｃ）の質量平均酸価が２．５ｍｇＫＯＨ／ｇ以上２０ｍ
ｇＫＯＨ／ｇ以下である艶消しフィルムの製造方法である。当該製造方法は、溶融成形時
のメヤニ発生が抑制されるなど製膜性に優れ、また、低光沢性及び優れた施工性を有する
艶消しフィルムを得ることができる。
【００２９】
　ここで、「メルトインデックス」とは、ＪＩＳ－Ｋ７２１０に準拠し、温度２１０℃、
荷重２１６０ｇで測定される値である。「凹凸度」とは、測定される最大厚みと、質量及
び密度から算出された理論厚みとの差である。「貯蔵弾性率」とは、ＪＩＳ－Ｋ７２４４
－４に準拠して測定される値である。「光沢度」とは、ＪＩＳ－Ｚ８７４１に準拠し、角
度６０度で測定される値である。「酸価」とは、後述の実施例に記載した方法で測定され
る値である。
【発明の効果】
【００３０】
　以上説明したように、当該艶消しフィルムによれば、製膜材料である樹脂組成物の高い
製膜性を有し、溶融成形の際のメヤニの発生も抑制されているため生産性に優れ、また、
表面に適度な凹凸を有することで低光沢性を発揮することができる。さらに、当該艶消し
フィルムは、特に低温環境においても柔軟性が高いため、このフィルムを用いた壁紙等の
施工性を向上させることができる。当該内装材によれば、表面の光沢を抑えることができ
、また、施工性を高めることができる。また、当該艶消しフィルムの製造方法によれば、
上述の性能を有する艶消しフィルムを得ることができる。
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【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施形態を艶消しフィルム、この艶消しフィルムの製造方法及び内装材
の順に詳述する。
【００３２】
　本発明の艶消しフィルムはエチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）、酸変性ポリオ
レフィン（Ｂ）及び熱可塑性エラストマー（Ｃ）を含有する樹脂組成物から成形される。
【００３３】
　当該艶消しフィルムは、ＥＶＯＨ（Ａ）に対し、酸変性ポリオレフィン（Ｂ）に加え、
熱可塑性エラストマー（Ｃ）を含有する樹脂組成物から成形されることで、ＥＶＯＨ（Ａ
）以外の樹脂の含有率を高めても、樹脂組成物のフィルムへの製膜性を維持することがで
きるため、その結果、生産性を維持することができる。また、当該艶消しフィルムは、こ
のように熱可塑性エラストマー（Ｃ）を含有することで、柔軟性を向上させることができ
るため、このフィルムを壁紙等に用いた際の施工性を向上させることができる。さらには
当該艶消しフィルムは、酸変性ポリオレフィン（Ｂ）と熱可塑性エラストマー（Ｃ）とを
含有することで、この二種類の樹脂がＥＶＯＨ（Ａ）中に島状に分散して海島構造として
存在することとなり、これらの二種類の樹脂によって表面の凹凸形成を容易にし、さらに
熱ラミネート加工の際もこの凹凸の平滑化を抑制することができる。従って、当該艶消し
フィルムによれば、樹脂組成物の製膜性とフィルムの低光沢性とを維持し、かつ、このフ
ィルムを用いた壁紙等の施工性を向上させることができる。
【００３４】
　当該樹脂組成物において、エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）１００質量部に
対する酸変性ポリオレフィン（Ｂ）及び熱可塑性エラストマー（Ｃ）の合計含有量の下限
としては５質量部とされており、２０質量部が好ましく、３０質量部がさらに好ましく、
４０質量部が特に好ましく、４５質量部がさらに特に好ましい。一方、このエチレン－ビ
ニルアルコール共重合体（Ａ）１００質量部に対する酸変性ポリオレフィン（Ｂ）及び熱
可塑性エラストマー（Ｃ）の合計含有量の上限としては、１００質量部とされており、８
０質量部が好ましく、６０質量部がさらに好ましく、５５質量部が特に好ましい。当該樹
脂組成物によれば、ＥＶＯＨ（Ａ）以外の酸変性ポリオレフィン（Ｂ）及び熱可塑性エラ
ストマー（Ｃ）を上記範囲で含有していることで、ＥＶＯＨの柔軟性の低さを改善するこ
とができる。すなわち、当該樹脂組成物から成形される艶消しフィルムによれば、柔軟性
が向上し、この艶消しフィルムを用いた壁紙等の施工性を向上させることができる。（Ｂ
）及び（Ｃ）成分の合計含有量が上記下限より小さいとこの柔軟性が十分に向上しない。
逆に（Ｂ）及び（Ｃ）成分の合計含有量が上記上限を超えると、（Ｂ）及び（Ｃ）成分が
（Ａ）成分のＥＶＯＨ中に均一に分散して島状に存在することが困難になり、表面に均一
な凹凸が形成されにくくなったり、製膜性が低下したりする。
【００３５】
　＜エチレンービニルアルコール共重合体（Ａ）＞
　エチレンービニルアルコール共重合体（Ａ）は、主構造単位として、エチレン単位及び
ビニルアルコール単位を有する。なお、このＥＶＯＨとしては、エチレン単位及びビニル
アルコール単位以外に、他の構造単位を１種又は複数種含んでいてもよい。
【００３６】
　このＥＶＯＨは、通常、エチレンとビニルエステルとを重合し、得られるエチレン－ビ
ニルエステル共重合体をケン化して得られる。
【００３７】
　ＥＶＯＨのエチレン単位含有量（すなわち、ＥＶＯＨ中の単量体単位の総数に対するエ
チレン単位の数の割合）の下限としては、３５モル％が好ましく、４０モル％がさらに好
ましい。一方、ＥＶＯＨのエチレン単位含有量の上限としては、６０モル％が好ましく、
５５モル％がさらに好ましく、５０モル％が特に好ましい。ＥＶＯＨのエチレン単位含有
量が上記下限より小さいと、樹脂組成物の製膜性が低下するおそれや、当該艶消しフィル



(8) JP 5501868 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

ムの柔軟性が低下し、壁紙等に用いた際の施工性が低下するおそれや、さらにはフィルム
の耐水性、耐熱水性等の性能が低下するおそれがある。逆に、ＥＶＯＨのエチレン単位含
有量が上記上限を超えると、当該艶消しフィルムの強度が低下するおそれや、可塑剤を含
む樹脂に積層して壁紙などに使用する場合に、可塑剤のブリード防止性能が低下するおそ
れがある。
【００３８】
　ＥＶＯＨのケン化度（すなわち、ＥＶＯＨ中のビニルアルコール単位及びビニルエステ
ル単位の総数に対するビニルアルコール単位の数の割合）の下限としては、９０モル％が
好ましく、９５モル％がより好ましく、９９モル％が特に好ましい。一方、ＥＶＯＨのケ
ン化度の上限としては９９．９９モル％が好ましい。ＥＶＯＨのケン化度が上記下限より
小さいと、樹脂組成物の製膜性が低下するおそれや、可塑剤を含む樹脂に積層して壁紙な
どに使用する場合に、可塑剤のブリード防止性能が低下するおそれがある。逆に、ＥＶＯ
Ｈのケン化度が上記上限を超えると、ＥＶＯＨの製造コストが増加する反面、製膜性、凹
凸形成性、柔軟性等の上昇もそれほど期待できない。
【００３９】
　ＥＶＯＨのメルトインデックスの下限としては、０．１ｇ／１０分が好ましく、０．５
ｇ／１０分がさらに好ましく、１ｇ／１０分が特に好ましく、５ｇ／１０分がさらに特に
好ましく、６ｇ／１０分がさらに好ましく、８ｇ／１０分がさらに特に好ましく、１０ｇ
／１０分がさらに特に好ましい。一方、ＥＶＯＨのメルトインデックスの上限としては３
０ｇ／１０分が好ましく、２５ｇ／１０分がさらに好ましく、２０ｇ／１０分が特に好ま
しく、１５ｇ／１０分がさらに特に好ましい。当該艶消しフィルムによればＥＶＯＨのメ
ルトインデックスを比較的大きい上記範囲の値とすることで、樹脂組成物の製膜性を維持
することができることに加え、製膜の際に、樹脂組成物中に分散された酸変性ポリエチレ
ン（Ｂ）及び熱可塑性エラストマー（Ｃ）によって更に効果的に表面に凹凸を形成するこ
とができる。ＥＶＯＨのメルトインデックスが上記下限より小さいと、薄いフィルムの成
形が困難になり樹脂組成物の製膜性が低下するとともに、（Ｂ）及び（Ｃ）成分との溶融
粘度の差を付けにくくなるため、表面への凹凸形成性が低下する。逆に、ＥＶＯＨのメル
トインデックスが上記上限を超えると、フィルムの耐薬品性や、壁紙等として用いた際の
可塑剤のブリード防止性等が低下するおそれがある。
【００４０】
　次に、ＥＶＯＨの製造方法を具体的に説明する。エチレンとビニルエステルとの共重合
方法としては、特に限定されず、例えば溶液重合、懸濁重合、乳化重合、バルク重合のい
ずれであってもよい。また、連続式、回分式のいずれであってもよい。
【００４１】
　重合に用いられるビニルエステルとしては、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ピバリ
ン酸ビニルなどの脂肪酸ビニルなどを好適に用いることができる。
【００４２】
　上記重合において、共重合成分として、上記成分以外にも共重合し得る単量体、例えば
上記以外のアルケン；アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、イタコン酸
等の不飽和酸又はその無水物、塩、又はモノ若しくはジアルキルエステル等；アクリロニ
トリル、メタクリロニトリル等のニトリル；アクリルアミド、メタクリルアミド等のアミ
ド；ビニルスルホン酸、アリルスルホン酸、メタアリルスルホン酸等のオレフィンスルホ
ン酸又はその塩；アルキルビニルエーテル類、ビニルケトン、Ｎ－ビニルピロリドン、塩
化ビニル、塩化ビニリデンなどを少量共重合させることもできる。また、共重合成分とし
て、ビニルシラン化合物を０．０００２モル％以上０．２モル％以下含有することができ
る。ここで、ビニルシラン化合物としては、例えば、ビニルトリメトキシシラン、ビニル
トリエトキシシラン、ビニルトリ（β－メトキシ－エトキシ）シラン、γ－メタクリロイ
ルオキシプロピルメトキシシランなどが挙げられる。この中で、ビニルトリメトキシシラ
ン、ビニルトリエトキシシランが好適に用いられる。
【００４３】
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　重合に用いられる溶媒としては、エチレン、ビニルエステル及びエチレン－ビニルエス
テル共重合体を溶解し得る有機溶剤であれば特に限定されない。そのような溶媒として、
例えばメタノール、エタノール、プロパノール、ｎ－ブタノール、ｔｅｒｔ－ブタノール
等のアルコール；ジメチルスルホキシドなどを用いることができる。その中で、反応後の
除去分離が容易である点で、メタノールが特に好ましい。
【００４４】
　重合に用いられる触媒としては、例えば２，２－アゾビスイソブチロニトリル、２，２
－アゾビス－（２，４－ジメチルバレロニトリル）、２，２－アゾビス－（４－メトキシ
－２，４－ジメチルバレロニトリル）、２，２－アゾビス－（２－シクロプロピルプロピ
オニトリル）等のアゾニトリル系開始剤；イソブチリルパーオキサイド、クミルパーオキ
シネオデカノエイト、ジイソプロピルパーオキシカーボネート、ジ－ｎ－プロピルパーオ
キシジカーボネート、ｔ－ブチルパーオキシネオデカノエイト、ラウロイルパーオキサイ
ド、ベンゾイルパーオキサイド、ｔ－ブチルハイドロパーオキサイド等の有機過酸化物系
開始剤などを用いることができる。
【００４５】
　重合温度としては、好ましくは２０～９０℃であり、より好ましくは４０～７０℃であ
る。重合時間としては、好ましくは２～１５時間であり、より好ましくは３～１１時間で
ある。重合率は、仕込みのビニルエステルに対して好ましくは１０～９０質量％であり、
より好ましくは３０～８０％である。重合後の溶液中の樹脂分は、好ましくは５～８５％
であり、より好ましくは２０～７０％である。
【００４６】
　所定時間の重合後又は所定の重合率に達した後、必要に応じて重合禁止剤を添加し、未
反応のエチレンガスを蒸発除去した後、未反応のビニルエステルを除去する。未反応のビ
ニルエステルを除去する方法としては、例えば、ラシヒリングを充填した塔の上部から上
記共重合体溶液を一定速度で連続的に供給し、塔下部よりメタノール等の有機溶剤蒸気を
吹き込み、塔頂部よりメタノール等の有機溶剤と未反応ビニルエステルの混合蒸気を留出
させ、塔底部より未反応のビニルエステルを除去した共重合体溶液を取り出す方法などが
採用される。
【００４７】
　次に、上記共重合体溶液にアルカリ触媒を添加し、上記共重合体をケン化する。ケン化
方法は、連続式、回分式のいずれも可能である。このアルカリ触媒としては、例えば水酸
化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ金属アルコラートなどが用いられる。
【００４８】
　ケン化の条件としては、例えば回分式の場合、共重合体溶液濃度が１０～５０％、反応
温度が３０～６５℃、触媒使用量がビニルエステル構造単位１モル当たり０．０２～１．
０モル、ケン化時間が１～６時間である。
【００４９】
　ケン化反応後のＥＶＯＨは、アルカリ触媒、酢酸ナトリウムや酢酸カリウムなどの副生
塩類、その他不純物を含有するため、これらを必要に応じて中和、洗浄することにより除
去することが好ましい。ここで、ケン化反応後のＥＶＯＨを、イオン交換水等の金属イオ
ン、塩化物イオン等をほとんど含まない水で洗浄する際、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム
等を一部残存させてもよい。
【００５０】
　＜酸変性ポリオレフィン（Ｂ）＞
　酸変性ポリオレフィン（Ｂ）は、カルボキシル基又はその無水物基、スルホン酸基等の
酸性基を有するポリオレフィンをいう。この酸変性ポリオレフィン（Ｂ）としては、ポリ
オレフィンに、（無水）イタコン酸、（無水）マレイン酸等のα，β－不飽和カルボン酸
及び／又はその無水物をグラフト重合又は付加させたカルボン酸変性ポリオレフィン等が
あげられる。上記カルボン酸変性ポリオレフィンを得るためのポリオレフィンは、エチレ
ン又は炭素数が３以上のα－オレフィンを主成分としたモノマーを重合して得られる単独
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重合体であるポリα－オレフィンが好ましい。このポリα－オレフィンとしては、ポリエ
チレン、ポリプロピレン、ポリ１－ブテンが好ましく、中でもポリエチレンが最も好まし
い。なお、このポリα－オレフィンは、本発明の目的及び効果を妨げない限りにおいて、
オレフィン系単量体等の他のモノマーを微量の構成成分として含んでいてもよい。
【００５１】
　この酸変性ポリオレフィンとしては、上述の通り酸変性ポリエチレンが好ましく、高密
度ポリエチレンをカルボン酸で変性させたカルボン酸変性高密度ポリエチレンであること
がより好ましい。（Ｂ）成分としてカルボン酸変性高密度ポリエチレンを用いることで、
当該樹脂組成物における海島構造をとりやすくなり、加えて、所望する下記の好適なメル
トインデックスに調整しやすくなる。従ってカルボン酸変性高密度ポリエチレンを（Ｂ）
成分として含有する艶消しフィルムによれば、樹脂組成物の製膜性を向上させ、また、凹
凸形成性を向上させることができる。さらには、艶消しフィルムは、耐薬品性、可塑剤の
ブリード防止性を高めることができる。
【００５２】
　この酸変性ポリオレフィン（Ｂ）としては、エラスティックな性質を有さない、すなわ
ち常温でゴム状弾性を有さないプラストマーであることが好ましい。このように（Ｂ）成
分としてエラスティックな性質を有さない酸変性ポリオレフィンを用いることで、製膜の
際に効率的に表面に十分な大きさの凹凸を形成することができ、加えて、熱ラミネート加
工の際にも、この凹凸の平滑化をさらに抑制することができる。
【００５３】
　上記酸変性ポリオレフィンの酸価の下限としては、０．５ｍｇＫＯＨ／ｇが好ましく、
１ｍｇＫＯＨ／ｇがさらに好ましく、１．５ｍｇＫＯＨ／ｇが特に好ましい。一方この酸
価の上限としては、５ｍｇＫＯＨ／ｇが好ましく、４ｍｇＫＯＨ／ｇがさらに好ましく、
３ｍｇＫＯＨ／ｇが特に好ましい。酸変性ポリオレフィンの酸価が上記下限より小さいと
ＥＶＯＨとの混合に際して分散性が悪くなり、フィルムの艶消し機能が十分に発揮されな
い。逆に、この酸価が上記上限を超えると、樹脂組成物の溶融粘度が高くなり、製膜性が
低下するおそれがある。
【００５４】
　酸変性ポリオレフィン（Ｂ）のメルトインデックスの下限としては、０．０１ｇ／１０
分が好ましく、０．１ｇ／１０分がさらに好ましく、０．３ｇ／１０分が特に好ましい。
一方、酸変性ポリオレフィン（Ｂ）のメルトインデックスの上限としては、１０ｇ／１０
分が好ましく、５ｇ／１０分がさらに好ましく、２ｇ／１０分が特に好ましい。酸変性ポ
リオレフィン（Ｂ）のメルトインデックスを比較的小さい上記範囲の値とすることで、製
膜の際に、樹脂組成物中に分散された酸変性ポリスチレン（Ｂ）により効果的に表面に凹
凸を形成することができ、熱ラミネート加工の際の凹凸の平滑化を更に抑制することがで
きる。酸変性ポリオレフィン（Ｂ）のメルトインデックスが上記下限より小さいと、樹脂
組成物中に均一に酸変性ポリオレフィン（Ｂ）が分散されにくくなり、製膜性が低下する
おそれがある。逆に、このメルトインデックスが上記上限を超えると、フィルム表面の凹
凸形成性が低下し、又、熱ラミネート加工の際の凹凸の平坦化の抑制作用が低下し、その
結果、光沢性が低減されないおそれがある。
【００５５】
　当該酸変性ポリオレフィン（Ｂ）の製造方法としては、特に限定されず、公知の方法を
用いることができる。例えば、オレフィンと不飽和カルボン酸をモノマーとして公知の方
法で共重合させる、又はポリオレフィンにα，β－不飽和カルボン酸を公知の方法で側鎖
に導入させることにより、酸変性ポリオレフィン（Ｂ）を得ることができる。
【００５６】
　＜熱可塑性エラストマー（Ｃ）＞
　熱可塑性エラストマーとは、加熱することにより流動性を有し、常温ではゴム状弾性を
有する樹脂である。なお、本発明において、酸変性ポリオレフィン（Ｂ）は、上記条件を
満たす場合も熱可塑性エラストマーには含まれない。
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【００５７】
　熱可塑性エラストマー（Ｃ）の質量平均酸価は２．５ｍｇＫＯＨ／ｇ以上２０ｍｇＫＯ
Ｈ／ｇ以下である。本発明の艶消しフィルムによれば、熱可塑性エラストマー（Ｃ）の酸
価をこのような範囲とすることで、ＥＶＯＨ（Ａ）と熱可塑性エラストマー（Ｃ）とが適
度な分散性と相溶性とをバランスよく保つことができる。従って、当該艶消しフィルムに
よれば、粒子状に分散して存在する（Ｃ）成分が、ある程度ＥＶＯＨと相溶状態にあるた
め、（Ｃ）成分が溶融成形の際にＥＶＯＨ（Ａ）と分離してダイスリップ部等へ固着する
ことなどによって生じるメヤニの発生を抑制することができる。よって、当該艶消しフィ
ルムによれば、ダイスリップ部等へ発生するメヤニの除去作業を減らし、生産性を向上さ
せることができる。
【００５８】
　この熱可塑性エラストマーの酸価の下限としては２．５ｍｇＫＯＨ／ｇであり、３ｍｇ
ＫＯＨ／ｇが好ましく、４ｍｇＫＯＨ／ｇが特に好ましい。一方、この酸価の上限として
は２０ｍｇＫＯＨ／ｇであり、１５ｍｇＫＯＨ／ｇが好ましく、１０ｍｇＫＯＨ／ｇがさ
らに好ましく、８ｍｇＫＯＨ／ｇが特に好ましい。
【００５９】
　熱可塑性エラストマー（Ｃ）の酸価が上記下限より小さいとＥＶＯＨとの混合に際して
分散性が悪くなり、フィルムの艶消し機能が十分に発揮されない。また、熱可塑性エラス
トマー（Ｃ）の酸価が上記下限より小さいと、ＥＶＯＨとの相溶性が低下し、溶融成形の
際に分離してダイリップ部等に付着しやすくなることで、（Ｃ）成分を原因としてメヤニ
が生じやすくなる。逆に、この酸価が上記上限を超えると、樹脂組成物の溶融粘度が高く
なって製膜性が低下したり、ＥＶＯＨとの相溶性が高すぎるため、凹凸形成能が低下した
りする。
【００６０】
　熱可塑性エラストマー（Ｃ）のメルトインデックスの下限としては、２ｇ／１０分とさ
れており、２．３ｇ／１０分が好ましく、２．５ｇ／１０分がさらに好ましい。一方、熱
可塑性エラストマー（Ｃ）のメルトインデックスの上限としては、１８ｇ／１０分とされ
ており、１０ｇ／１０分が好ましく、６ｇ／１０分がさらに好ましく、５ｇ／１０分が特
に好ましく、４ｇ／１０分がさらに特に好ましい。当該艶消しフィルムは、上記範囲のメ
ルトインデックスを有する熱可塑性エラストマー（Ｃ）を含有することで、柔軟性が向上
し、この結果、このフィルムを壁紙等に用いた際の施工性を向上させることができる。熱
可塑性エラストマー（Ｃ）のメルトインデックスが上記下限より小さいと、樹脂組成物の
製膜性が不十分なものとなり、薄いフィルムの製膜が困難となる。逆にこのメルトインデ
ックスが上記上限を超えると凹凸形成性が低下し、低光沢性が達成されない場合がある。
【００６１】
　エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）のメルトインデックスから、熱可塑性エラ
ストマー（Ｃ）のメルトインデックスを減じた値としては５ｇ／１０分以上が好ましく、
７ｇ／１０分以上がさらに好ましく、７．５ｇ／１０分以上が特に好ましい。なお、この
ときのエチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）のメルトインデックスは５ｇ／１０分
以上である。このように当該樹脂組成物において、ＥＶＯＨ（Ａ）のメルトインデックス
に対して、一定以上の低さのメルトインデックスの値を有する熱可塑性エラストマー（Ｃ
）を含有させることで、製膜の際に熱可塑性エラストマー（Ｃ）によって、十分な大きさ
の凹凸を容易に形成することができ、得られる艶消しフィルムの更なる低光沢度化が実現
できる。一方、上記エチレン－ビニルアルコール共重合体（Ａ）のメルトインデックスか
ら、熱可塑性エラストマー（Ｃ）のメルトインデックスを減じた値の上限としては、特に
限定されないが、生産性や材料の入手可能性等を考慮して、２０ｇ／１０分が好ましい。
なお、熱可塑性エラストマー（Ｃ）が複数の熱可塑性エラストマーの混合物である場合は
この熱可塑性エラストマー（Ｃ）のメルトインデックスとは、各熱可塑性エラストマーの
メルトインデックスの質量平均とする。
【００６２】
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　熱可塑性エラストマー（Ｃ）としては、上記範囲の酸価を備えるために、少なくとも一
部に酸変性熱可塑性エラストマーが用いられる。酸変性熱可塑性エラストマーとは、カル
ボキシル基又はその無水物基やスルホン酸基等の酸性基を有する熱可塑性エラストマーを
いう。この酸変性熱可塑性エラストマーとしては、例えば（無水）イタコン酸、（無水）
マレイン酸等のα，β－不飽和カルボン酸等により酸変性された酸変性熱可塑性エラスト
マーが挙げられる。
【００６３】
　この酸変性熱可塑性エラストマーとしては、上述の酸変性熱可塑性エラストマーの定義
を満たせば特に限定されず、ウレタン系、ポリアミド系、ポリエステル系、ポリオレフィ
ン系などの酸変性熱可塑性エラストマーが挙げられ、樹脂組成物の製膜性、凹凸形成性等
の点からポリオレフィン系の酸変性熱可塑性エラストマーが好ましい。
【００６４】
　ポリオレフィン系の酸変性熱可塑性エラストマーとしては、エチレン、プロピレン、１
－ブテン、２－ブテン、ｉｓｏ－ブテン、１，３－ブタジエン等のオレフィン系単量体の
重合体又は２種以上のオレフィン系単量体の共重合体、オレフィン系単量体と他の単量体
との共重合体の変性物等の酸変性物が挙げられる。これらのオレフィン系単量体の重合体
としては１，２－ポリブタジエン等が挙げられ、共重合体の例としてはエチレン－プロピ
レン共重合体、エチレン－ブテン共重合体、エチレン－酢酸ビニル共重合体等が挙げられ
る。これらの変性物の例としては、エチレン－メタクリル酸共重合体のイオン架橋物、塩
素化ポリエチレン等が挙げられる。これらの酸変性熱可塑性エラストマーは、単独又は２
種以上を混合して用いることができる。
【００６５】
　この酸変性熱可塑性エラストマーとしては、酸変性エチレン－α－オレフィン共重合体
が好ましく、具体的には、カルボン酸変性エチレン－ブテン共重合体が好ましい。このカ
ルボン酸変性エチレン－ブテン共重合体としては、無水マレイン酸変性エチレン－ブテン
共重合体が特に好ましい。このような酸変性熱可塑性エラストマーを用いることで、酸変
性熱可塑性エラストマー（Ｃ）のメルトインデックスや、樹脂組成物全体の平均の酸価を
容易かつ好適に調整することができ、樹脂組成物の製膜性（メヤニ抑制性等）、凹凸形成
性及び壁紙等として用いる際の施工性を向上させることができる。なお、ここでα－オレ
フィンとは、炭素数が３以上のα－オレフィンをいう。
【００６６】
　上記酸変性熱可塑性エラストマーの製造方法としては、特に限定されず、公知の方法を
用いることができる。例えば、カルボン酸変性エチレン－ブテン共重合体は、エチレンと
ブテンと不飽和カルボン酸をモノマーとして公知の方法で共重合させる、又はエチレン－
ブテン共重合体に無水マレイン酸等の不飽和カルボン酸を公知の方法で側鎖に導入させる
ことで得ることができる。
【００６７】
　なお、この熱可塑性エラストマー（Ｃ）は、酸変性熱可塑性エラストマーと酸未変性熱
可塑性エラストマーとの混合物であっても、酸未変性熱可塑性エラストマーを含まない酸
変性熱可塑性エラストマーのみからなるものであってもよい。溶融成形の際のメヤニ発生
抑制能を高めるためには、熱可塑性エラストマー（Ｃ）として、実質的に酸未変性熱可塑
性エラストマーを含まないものが好ましい。なお、酸未変性熱可塑性エラストマーとして
は、例えば、ウレタン系、ポリアミド系、ポリエステル系、ポリオレフィン系などの酸変
性されていない熱可塑性エラストマーを挙げることができる。
【００６８】
　熱可塑性エラストマー（Ｃ）の酸変性ポリオレフィン（Ｂ）に対する質量比〔（Ｃ）／
（Ｂ）〕の下限としては、１．５が好ましく、２がさらに好ましい。一方、この質量比〔
（Ｃ）／（Ｂ）〕の上限としては、１０が好ましく、８がさらに好ましく、７が特に好ま
しい。この質量比〔（Ｃ）／（Ｂ）〕が上記下限より小さいと、艶消しフィルムの柔軟性
の向上が現れにくく、このフィルムを用いた壁紙等の施工性が向上しないおそれがある。
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逆にこの質量比〔（Ｃ）／（Ｂ）〕が上記上限を超えると、フィルム表面の凹凸が十分に
形成されず、さらにはこのフィルムを用いて壁紙等を製造する際の熱ラミネートにおいて
表面の凹凸が平坦化されやすく、得られる壁紙等の光沢度が低減できないおそれがある。
【００６９】
　＜その他の添加剤＞
　本発明の艶消しフィルムを形成する樹脂組成物は、上記の三成分の他、本発明の目的が
阻害されない範囲で他の添加剤を含有されてもよい。このような添加剤の例としては、滑
剤（Ｄ）、抗菌剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤などを挙げることができる。
【００７０】
　滑剤（Ｄ）は、樹脂組成物に含有されることで、溶融成形の際の酸変性熱可塑性エラス
トマー（Ｃ）等樹脂組成物の押出機内での摩擦を低減させることができる。従って、滑剤
が含有された樹脂組成物によれば、成形の際のダイリップ部におけるメヤニ（樹脂組成物
のカス）の発生をさらに抑制することができ、生産性を高めることができる。
【００７１】
　滑剤（Ｄ）の含有量としては、特に限定されないが、ＥＶＯＨ（Ａ）、酸変性ポリオレ
フィン（Ｂ）及び酸変性熱可塑性エラストマー（Ｃ）の総量１００質量部に対して、０．
００１質量部以上５質量部以下が好ましく、０．０１質量部以上１質量部以下がより好ま
しく、０．０３質量部以上０．３質量部以下がさらに好ましい。滑剤の含有量が上記下限
より小さいと、酸変性熱可塑性エラストマー（Ｃ）等樹脂組成物の摩擦低下能を十分に発
揮することができず、メヤニの発生抑制が達成されないおそれがある。逆に、滑剤の含有
量が上記上限を超えると、樹脂組成物の摩擦が低下しすぎ、溶融成形の作業性が低下する
おそれがある。
【００７２】
　この滑剤（Ｄ）としては、一般的に滑剤として使用されるものであれば特に限定される
ものではなく、例えば、高級脂肪酸アミド、高級脂肪酸金属塩、高級脂肪酸エステル、低
分子量ポリオレフィン（例えば分子量５００～１０，０００程度の低分子量ポリエチレン
、低分子量ポリプロピレン等）等を挙げることができる。
【００７３】
　高級脂肪酸アミドとしては、ステアリン酸アミド、パルミチン酸アミド、ラウリン酸ア
ミド、エチレンビスステアリン酸アミド、メチレンビスステアリン酸アミド等の高級飽和
脂肪酸アミド、オレイン酸アミド、エルカ酸アミド等の高級不飽和脂肪酸アミドなどを挙
げることができる。
【００７４】
　高級脂肪酸金属塩としては、ステアリン酸、パルミチン酸、ラウリン酸、モンタン酸、
ベヘン酸等の高級飽和脂肪酸や、オレイン酸、エルカ酸等の高級不飽和脂肪酸のカルシウ
ム塩や亜鉛塩を挙げることができる。
【００７５】
　高級脂肪酸エステルとしては、ラウリン酸エチル、ミリスチン酸イソプロピル等の高級
不飽和脂肪酸エステル、オレイン酸エチル、エルカ酸エチル等の高級不飽和脂肪酸エステ
ル等を挙げることができる。
【００７６】
　これらの滑剤（Ｄ）の中でも高級飽和脂肪酸誘導体（高級飽和脂肪酸アミド、高級飽和
脂肪酸金属塩、高級飽和脂肪酸エステル等）が好ましい。このような高級飽和脂肪酸骨格
を有する滑剤（Ｄ）は、押出成形時における樹脂組成物とのダイリップ部等との摩擦を好
適な範囲に低減させることができる。従って、当該艶消しフィルムによれば、メヤニの発
生をより効率的に抑制することを可能とする。なお、滑剤（Ｄ）として高級飽和脂肪酸骨
格を有するものが上記作用を奏する理由は定かではないが、このような滑剤は熱による変
性が生じにくいこと、ＥＶＯＨ（Ａ）及び熱可塑性エラストマー（Ｃ）双方との親和性に
優れ、その結果熱可塑性エラストマー（Ｃ）の樹脂組成物中の溶解性を高め、（Ｃ）成分
の完全分離を防止する効果があることなどが考えられる。
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【００７７】
　ここで「高級飽和脂肪酸誘導体」とは炭素数６以上の飽和脂肪酸誘導体をいうが、炭素
数１０以上の飽和脂肪酸誘導体がさらに好ましい。一方、炭素数の上限として、炭素数３
０以下の高級飽和脂肪酸誘導体が好ましく、炭素数２５以下の高級飽和脂肪酸誘導体がさ
らに好ましい。炭素数を上記範囲とすることによって、（Ｃ）成分の分散性と溶解性とを
好ましい範囲で両立させることができると考えられる。
【００７８】
　上記高級飽和脂肪酸誘導体の中でも、メヤニ発生の抑制効果や取扱い容易性等の観点か
ら、エチレンビスステアリン酸アミド並びに炭素数１７～２８の高級飽和脂肪酸のカルシ
ウム塩及び亜鉛塩が滑剤（Ｄ）として特に好適に用いられる。
【００７９】
　なお、滑剤（Ｄ）の添加の際の形態としては、特に限定されず、例えば、粉末状、溶液
状、分散液状などいずれであってもよい。
【００８０】
　上記抗菌剤は艶消しフィルム表面を微生物による汚染から保護し、耐汚染性を向上させ
るものである。当該抗菌剤としては、公知のものを用いることができるが、艶消しフィル
ムを壁紙等に使用する場合、その使用期間中に一定の抗菌性能を維持させるために、銀原
子、銅原子及び亜鉛原子のいずれかを抗菌成分として保有する無機系抗菌剤が好ましい。
なかでも、銀イオンを抗菌成分として有する抗菌剤が、抗菌性の強さ及び安全性の点から
最も好ましい。このような抗菌剤としては、銀イオンをヒドロキシアパタイト、チタン酸
カリウム、水溶性ガラス、酸化チタン、ゼオライト等に担持させたものが挙げられる。こ
の中でも、ＥＶＯＨ（Ａ）との相溶性に優れ、優れた抗菌性を示すことから、銀担持酸化
チタンや、銀担持ゼオライトが特に好ましい。当該抗菌剤の含有量としては特に限定され
ないが、艶消しフィルムの総質量に対して０．０１質量％以上１０質量％以下の範囲が適
当である。
【００８１】
　＜樹脂組成物＞
　本発明の艶消しフィルムを形成する樹脂組成物は、この樹脂組成物全体の質量平均酸価
を調整し、酸変性ポリオレフィン（Ｂ）及び熱可塑性エラストマー（Ｃ）のＥＶＯＨ（Ａ
）中での均一分散性を向上させることで凹凸形成性をさらに向上させ、その結果、艶消し
フィルムの光沢度をさらに低減させることができる。この質量平均酸価の下限としては０
．１ｍｇＫＯＨ／ｇが好ましく、０．５ｍｇＫＯＨ／ｇがさらに好ましく、０．８ｍｇＫ
ＯＨ／ｇが特に好ましい。一方、この平均酸価の上限としては、５．０ｍｇＫＯＨ／ｇが
好ましく、３．０ｍｇＫＯＨ／ｇがさらに好ましく、２．０ｍｇＫＯＨ／ｇが特に好まし
い。
【００８２】
　平均酸価が上記下限より小さいと、酸変性ポリオレフィン（Ｂ）及び熱可塑性エラスト
マー（Ｃ）の均一分散性が不十分で、凹凸形成性が低下し、その結果、低光沢度化がされ
にくくなる。また、平均酸価が上記下限より小さいと、酸変性ポリオレフィン（Ｂ）及び
熱可塑性エラストマー（Ｃ）のＥＶＯＨ（Ａ）に対する相溶性が低下し、分離しやすくな
ることで、溶融成形の際にメヤニが生じやすくなる。逆に、この平均酸価が上記上限を超
えると、製膜の際に凹凸が粗くなるおそれや製膜性が低下するおそれがある。
【００８３】
　＜艶消しフィルム＞
　本発明の艶消しフィルムは、単層又は多層構造のいずれでもよい。当該艶消しフィルム
の厚み（最大厚み）としては、特に限定されないが、下限としては１０μｍが好ましく、
１２μｍがさらに好ましい。また、この上限としては、５０μｍが好ましく、４０μｍが
さらに好ましく、３０μｍが特に好ましい。厚みが上記下限より小さい場合の製膜は困難
な場合がある。逆に、厚みが上記上限を超えると、壁紙等に使用した際の施工性が低下す
るおそれがある。
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【００８４】
　なお、この艶消しフィルムの厚み（最大厚み：Ｌ１）は、２０ｃｍ×２０ｃｍのフィル
ムをサンプリングし、５ｃｍの間隔で３×３の計９箇所において厚さ測定器にて最大厚み
を測定した値の平均値とする。
【００８５】
　本発明の艶消しフィルムの凹凸度の下限としては、８μｍが好ましく、８．５μｍがさ
らに好ましい。一方、この凹凸度の上限としては、特に限定されないが、２０μｍが好ま
しく、１５μｍがさらに好ましく、１２μｍが特に好ましい。当該艶消しフィルムの凹凸
度が上記下限より小さいと、光沢度が高くなり、艶消しフィルムとしての機能が不十分な
ものとなる。一方、この凹凸度が上記上限を超えると、フィルムに穴が空きやすくなり、
製膜性が低下し、施工性も低下することとなる。
【００８６】
　なお、この凹凸度は、測定された最大厚み（Ｌ１）と、質量及び密度から算出された理
論厚み（Ｌ２）との差であり、以下の方法で求めることができる。上記２０ｃｍ×２０ｃ
ｍのサンプリングフィルムの質量を測定し、また、このサンプリングフィルムの密度をト
ルエン、四塩化炭素混合溶液を使用し、浮力法にて密度を測定する。この質量と、密度か
らフィルムの理論厚み（Ｌ２）を算出する。凹凸度は、この差（（Ｌ１）－（Ｌ２））と
して算出した値である。
【００８７】
　本発明の艶消しフィルムの５℃における貯蔵弾性率としては、１．６ＧＰａ以下が好ま
しく、１．４ＧＰａ以下がさらに好ましく、１．３５ＧＰａ以下が特に好ましい。当該艶
消しフィルムは、このような５℃における低い貯蔵弾性率を有することによって、特に冬
場等低温環境における柔軟性の低下を抑制することができ、壁紙等に用いた際の施工性を
更に高めることができる。一方、この５℃における貯蔵弾性率の下限としては、製膜性な
どの生産性の面から０．６ＧＰａ以上が好ましく、１ＧＰａ以上がさらに好ましい。
【００８８】
　本発明の艶消しフィルムのヘイズ（全ヘイズ）としては、６０％以上が好ましく、６５
％以上がさらに好ましく、７０％以上が特に好ましい。当該艶消しフィルムは、このよう
に高いヘイズ値を備えることで、効果的な低光沢性が達成できる。なお、このヘイズの上
限としては、特に限定されないが、例えば、現実的な生産性などの面から、９０％以下が
好ましい。
【００８９】
　本発明の艶消しフィルムの内部ヘイズとしては、１５％以上が好ましく、１８％以上が
さらに好ましく、２０％以上が特に好ましい。この艶消しフィルムの内部構造に由来する
ヘイズ（内部ヘイズ）は熱ラミネート加工において、影響をほとんど受けにくい。したが
って、このように高い内部ヘイズを有する当該艶消しフィルムによれば、熱ラミネート加
工によって壁紙等表面に使用した際にも、光沢度を低減することができる。一方、この内
部ヘイズの上限としては特に限定されないが、現実的な生産性などの面から、例えば５０
％以下が好ましい。なお、この「内部ヘイズ」値は、当該艶消しフィルムの両面にシリコ
ンオイルを厚み約２μｍ塗布し、表面の微細凹凸を埋めて平滑にした後に測定したヘイズ
値である。
【００９０】
　本発明の艶消しフィルムの光沢度としては、１５％以下が好ましく、１０％以下がさら
に好ましく、８％以下が特に好ましい。当該艶消しフィルムは、このように低い光沢度を
有しているため、壁紙等の内装材として好適に用いることができる。一方、本発明の艶消
しフィルムの光沢度の下限としては、特に限定されないが、現実的な生産性などの面から
３％以上が好ましい。
【００９１】
　＜艶消しフィルムの製造方法＞
　当該艶消しフィルムは、上記各成分を混合して樹脂組成物を得る工程と、上記樹脂組成
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物を成形（製膜）する工程とを有する製造方法で得ることができる。
【００９２】
　この各樹脂等成分の混合（ブレンド）方法としては、公知の方法を用いることができ、
例えば、単軸又は二軸スクリュー押出機による溶融ブレンドなどの方法が挙げられる。こ
のブレンドされた樹脂組成物は、そのまま製膜してもよいが、一度ペレット化した後、製
膜することが好ましい。ペレット化せずにそのまま製膜した場合、樹脂組成物における（
Ｂ）及び（Ｃ）成分の分散性が悪く、目的とする艶消しフィルムが得られないおそれがあ
る。
【００９３】
　本発明の艶消しフィルムは、上記ブレンドされた樹脂組成物を、通常のＴダイ法等の溶
融押出成形法によって製膜され、得ることができる。当該艶消しフィルムは、溶融樹脂が
押し出された際に、各樹脂成分のメルトインデックスの差異によって、分散して存在しメ
ルトインデックスが比較的小さい（Ｂ）及び（Ｃ）成分が表面に浮き出て、表面に微細な
凹凸を形成することができる。当該フィルムの成形においては、延伸されていても無延伸
であってもよい。通常、艶消しフィルムは無延伸で製膜されるが、無延伸である場合も、
押し出される際の各樹脂成分の流動性の差異により、上述のように、フィルム表面に微細
な凹凸が形成される。また、当該艶消しフィルムによれば、（Ｃ）成分がＥＶＯＨ（Ａ）
と一定程度の相溶性を有しているため、押出機内で完全分離しにくく、ダイリップ部等へ
（Ｃ）成分等が固着して生じるメヤニの発生を抑制している。
【００９４】
　なお、Ｔダイ法により当該フィルムを得る場合においては、押し出された溶融樹脂を急
冷することが好ましい。徐冷した場合は、表面の凹凸が十分に形成されず、光沢度が大き
くなるおそれがある。ここで急冷とは、ダイのエアギャップをできるだけ小さくし、かつ
エアスリット又は静電印加によりキャストロールで急速に冷却することをいう。
【００９５】
　＜内装材＞
　本発明の内装材は、基材と、この基材の表面に熱ラミネートにより積層される上記の艶
消しフィルムとを備えるものである。なお、内装材とは、建築物の内部の装飾に用いられ
る材料であり、壁紙、化粧板、装飾材などが挙げられる。これらの内装材のうち、本発明
の艶消しフィルムの高い柔軟性を効果的に活用することができるものとして、壁紙が好適
に用いられる。
【００９６】
　壁紙における基材としては、代表的には可塑剤含有軟質ポリ塩化ビニルフィルム又はシ
ートがあげられる。上記の軟質ポリ塩化ビニルに含有される可塑剤としては、常温（２０
℃）で液状を示す可塑剤と、常温で固体である可塑剤とに大別することができる。前者に
ついては、例えばジブチルフタレート、ジ（２ーエチルヘキシル）フタレート、ジイソオ
クチルフタレート、ジデシルフタレート、ジノニルフタレート、ジラウリルフタレート、
ブチルラウリルフタレート、ブチルベンジルフタレートなどのフタレート系可塑剤、トリ
クレジルホスフエート、トリブチルホスフエート、トリー２ーエチルヘキシルホスフエー
トなどのホスフエート系、塩素化パラフィンなどの含塩素系の可塑剤等が挙げられる。一
方、後者については、例えば、ジシクロヘキシルフタレート、アルコールの炭素数１３以
上のフタル酸ジエステル等のフタレート系可塑剤などが挙げられる。
【００９７】
　当該可塑剤の添加量としては、基材全質量に対し、２０質量％以上７５質量％以下が好
ましく、２５質量％以上５５質量％以下が好ましい。可塑剤の添加量が２０質量％より小
さいと基材の柔軟性が低下し、その結果、壁紙の施工性が低下する。一方、可塑剤の添加
量が７５質量％を超えると、基材の強度等の物理的特性の低下をきたし好ましくない。
【００９８】
　当該内装材は、上記のとおりの表面に凹凸が形成された艶消しフィルムを備えるため、
熱ラミネートして形成しても、高い艶消し機能を有している。当該内装材の光沢度として
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は、２５％以下が好ましく、２０％以下がさらに好ましい。当該内装材は、このように低
光沢度を有しているため、各用途の内装材として、好適に用いることができる。一方、当
該内装材の光沢度の下限としては特に限定されないが、現実的な生産性等を考慮すると５
％以上が好ましい。
【００９９】
　さらに当該内装材、特に壁紙は、低温環境においても柔軟性の高い艶消しフィルムを備
えているため、折った際にも表面のフィルムに折り目がつきにくく、又、壁の角部への貼
り付けにおいて壁と密着せずに浮く部分が生じにくいなど、高い施工性を有している。
【実施例】
【０１００】
　以下、実施例に基づいて本発明を詳述するが、この実施例の記載に基づいて本発明が限
定的に解釈されるものではない。
【０１０１】
　［実施例１］
　（Ａ）成分として、エチレン単位含有量が４４モル％、ケン化度が９９．９７％、メル
トインデックス（２１０℃、荷重２１６０ｇ）が１２ｇ／１０分、酸価が０ｍｇＫＯＨ／
ｇのＥＶＯＨペレット１００質量部と、
　（Ｂ）成分として、メルトインデックス（２１０℃、荷重２１６０ｇ）が０．５ｇ／１
０分、酸価が２．２ｍｇＫＯＨ／ｇの無水マレイン酸変性高密度ポリエチレンペレット６
質量部と、
　（Ｃ）成分として、メルトインデックス（２１０℃、荷重２１６０ｇ）が２．９ｇ／１
０分、酸価が５．６ｍｇＫＯＨ／ｇの無水マレイン酸変性エチレン－ブテン共重合体（Ｃ
１－ａ）ペレット１７質量部と
を計量し、タンブラー（容量１２０Ｌ）により、１０分間運転し一括混合した。一括混合
した原料を直径４０ｍｍ、Ｌ／Ｄ＝２２、１軸フルフライト先端マドック付きスクリュー
、ストランドダイ：３ｍｍφ×２本取で、成形温度２１５℃、スクリュー回転数２５ｒｐ
ｍ、吐出量８ｋｇ／ｈｒの条件で押出し、ストランドを冷却水槽中で冷却しながらペレタ
イザーでカッティングし円柱形状のブレンドペレットを得た。なお、各樹脂の酸価は、以
下の方法で算出したものである。このブレンドペレットをＴダイ押出機（株式会社東洋精
機製作所製２０ｍｍ押出機Ｄ２０２０（Ｄ（ｍｍ）＝２０、Ｌ／Ｄ＝２０、圧縮比＝２．
０、スクリュー：フルフライト浅溝タイプ、ダイス：コートハンガー３００ｍｍ幅ダイ、
スクリーン：５０／１００／５０Ｍｅｓｈ））で、押出温度：供給部／圧縮部／計量部／
ダイ＝１７０／２１０／２２５／２１５℃、スクリュー回転数７５ｒｐｍ、吐出量１．９
ｋｇ／ｈｒの条件でフィルムに製膜した。この際、引き取り速度を調整し、製膜可能な最
薄フィルムとして、製膜可能な最大の引き取り速度で製膜し、厚み（最大厚み）１３．０
μｍの艶消しフィルムを得た。
【０１０２】
　（酸価）
　精秤した試料４００ｍｇにキシレン８０ｍＬを加え、１３０℃で加熱撹拌して均一な溶
液とし、０．０５Ｍ水酸化カリウムエタノール溶液で中和滴定した。中和までに要した０
．０５Ｍ水酸化カリウムエタノール溶液の量から、下記式（１）に従い各樹脂の酸価Ａ（
ｍｇＫＯＨ／ｇ）を算出した。
　Ａ＝５６．１×０．０５×Ｂ×Ｃ／Ｄ　・・・（１）
　　　Ａ：酸価（ＫＯＨｍｇ／ｇ）
　　　Ｂ：０．０５Ｍ水酸化カリウムエタノール溶液の使用量（ｍＬ）
　　　Ｃ：０．０５Ｍ水酸化カリウムエタノール溶液の濃度補正値
　　　Ｄ：試料質量（ｇ）
【０１０３】
　［実施例２～４、比較例１～１１］
　表１に記載されているとおりのペレットの種類及び量でブレンドした以外は、実施例１
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と同様にして、これらの実施例及び比較例に係る艶消しフィルムを得た。実施例２におい
ては滑剤として、エチレンビスステアリン酸アミドを０．１５質量部配合した。なお、表
１中の各（Ｃ）成分は以下のメルトインデックス及び酸価を有する。
・無水マレイン酸変性エチレン－ブテン共重合体（Ｃ１－ｂ）
　　メルトインデックス（２１０℃、荷重２１６０ｇ）：０．３ｇ／１０分
　　酸価：９．２ｍｇＫＯＨ／ｇ
・エチレン－ブテン共重合体（Ｃ２－ａ）
　　メルトインデックス（２１０℃、荷重２１６０ｇ）：５．１ｇ／１０分
　　酸価：０ｍｇＫＯＨ／ｇ
・エチレン－ブテン共重合体（Ｃ２－ｂ）
　　メルトインデックス（２１０℃、荷重２１６０ｇ）：２３．７ｇ／１０分
　　酸価：０ｍｇＫＯＨ／ｇ
【０１０４】
　＜特性評価＞
　実施例１～４及び比較例１～８で得られた艶消しフィルムの各特性は、以下記載の方法
に従って評価した。なお、比較例９～１１では製膜することができなかった。これらの評
価結果を、樹脂組成物の成分割合、物性等とともに表１に示す。
【０１０５】
　（１）製膜可能な最薄フィルムの厚み
　引き取り速度を調整し、製膜可能な最薄フィルムとして、製膜可能な最大の引き取り速
度で製膜した際のフィルムを２０ｃｍ×２０ｃｍのサイズでサンプリングした。このサン
プリングフィルムの厚み（最大厚み）を、厚さ測定器（Ｓａｇｉｎｏｍｉｙａ社製ＤＩＡ
Ｌ　ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ　ＭＯＤＥＲＵ　ＬＣＭ－０１０１）で９箇所測定した値の平均
値（Ｌ１）を算出した。
【０１０６】
　（２）凹凸度
　上記サンプリングフィルムの密度をトルエン四塩化炭素混合溶液を使用し、浮力法にて
密度を測定し、この質量と、密度からフィルムの理論厚み（Ｌ２）を算出した。実測の厚
みと理論厚みとの差（（Ｌ１）－（Ｌ２））を算出し、凹凸度とした。
【０１０７】
　（３）熱ラミネート後光沢度
　有機溶剤系である大日本インキ化学株式会社製ディックシールＬＡ－１００ＺとＫＰ－
９０（硬化剤）とを１００部対０．６部の質量比で混合したもの８０質量部に、溶媒とし
てメチルエチルケトン２０質量部加え接着剤を得た。これを１０番のバーコーターを用い
て上記の各最薄のフィルム上に塗布し、８０℃の乾燥機で１分間乾燥した。ナンカイテク
ナート株式会社製非発泡塩化ビニル壁紙基材の塩化ビニル面上に、上記フィルムの接着剤
塗布面を合わせ、さらにその上に東レ株式会社製二軸延伸ポリエステルフィルム（商品名
ルミラーＳ１０５、厚み５０μｍ）を重ね合わせた。次に、東京ラミックス株式会社製ラ
ミネーターＤＸ－３５０を用いて、温度１２０℃、速度２ｍ／ｍｉｎの条件で熱ラミネー
トして、フィルム／塩化ビニル壁紙の内装材を得た。この内装材のフィルム表面の光沢度
をＪＩＳ－Ｚ８７４１に従い日本電色工業株式会社製グロスメーターＶＧＳ－３００Ａに
て角度６０度で測定した。
【０１０８】
　（４）貯蔵弾性率
　上記の各最薄の艶消しフィルムをＭＤ方向（流れ方向）に２０ｍｍ、ＴＤ方向（垂直方
向）に５ｍｍにカットした。このカットしたフィルムを、株式会社レオロジ製粘弾性測定
解析装置「ＤＶＥ－４レオスペクトラー」の引張りチャックに取り付けた。ＪＩＳ－Ｋ７
２４４－４に従い、測定モード引張り（ｔ＝１ｍｍ以下）、－１２０℃～１２０℃、昇温
速度３℃／分、基本周波数１０Ｈｚ、歪み波形正弦波で温度に対するフィルムの動的粘弾
性の変化を示すグラフを作成し、５℃の貯蔵弾性率（Ｅ’）を読みとった。



(19) JP 5501868 B2 2014.5.28

10

20

【０１０９】
　（５）平均酸価
　上記の方法で算出した各樹脂の酸価の質量平均を樹脂組成物の平均酸価とした。
【０１１０】
　（６）光沢度
　上記の各最薄の艶消しフィルムをＪＩＳ－Ｚ８７４１に準拠し、日本電色工業株式会社
製グロスメーターＶＧＳ－３００Ａにて角度６０度で測定した。
【０１１１】
　（７）内部ヘイズ・全ヘイズ
　株式会社村上色彩技術研究所製ＨＲ－１００型ヘイズメーターを使用し、ＪＩＳ－Ｄ８
７４１に準じて測定を行った。全ヘイズは上記各最薄のフィルムの値、内部ヘイズは上記
各最薄のフィルム両面にシリコンオイルを厚み約２μｍで塗布して測定した値である。
【０１１２】
　（８）メヤニ発生量
　実施例１～４及び比較例１～５においては、押出成形におけるメヤニの発生量を確認す
るため、ストランド（ブレンドペレット）を得る際の押し出し開始後３０分後の時点で、
押出口に固着している樹脂組成物（メヤニ）を取り出し、その質量を測定した。なお、メ
ヤニの発生量を確認するため、フィルム成形ではなく、吐出量が多くメヤニの発生しやす
いストランドの押出成形において、メヤニの発生量を比較することとした。
【０１１３】
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【表１】

【０１１４】
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　表１に示されるように、実施例１～４の艶消しフィルムは、１６μｍ以下の厚みに製膜
可能であり、光沢度が１０％以下の低い光沢度を有し、また、熱ラミネート後の光沢度も
２０％以下と抑えられている。さらには、５℃における貯蔵弾性率も１．５ＧＰａ以下で
あり、低温環境における柔軟性にも優れている。
【０１１５】
　さらに、実施例１～４の艶消しフィルムは、（Ｃ）成分が含有されているにもかかわら
ず、ストランドを得る際のメヤニ発生量が低減されている。なお、実施例１～４において
フィルム製膜時のメヤニ発生は目視においては確認されなかった。
【０１１６】
　一方、比較例１～４の艶消しフィルムは、艶消しフィルムとしての性能は十分であるも
のの、未変性熱可塑性エラストマーの含有量が多く、（Ｃ）成分の酸価が低くなっている
ため、メヤニ発生量が多かった。また、熱可塑性エラストマー（Ｃ）を含まない比較例５
の艶消しフィルムは、低温における柔軟性が不十分である。酸変性ポリオレフィン（Ｂ）
を含まない比較例６及びメルトインデックスの値が大きい熱可塑性エラストマー（Ｃ）を
含む比較例７、８の艶消しフィルムは、凹凸度が低く、光沢度が高い。また、逆にメルト
インデックスの値が小さい熱可塑性エラストマー（Ｃ）を含む比較例９、酸変性ポリオレ
フィン（Ｂ）が高含有の比較例１０、並びに（Ｂ）及び（Ｃ）の含有量が高い比較例１１
の各艶消しフィルムは製膜することができなかった。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　以上のように、本発明の艶消しフィルムは、溶融成形の際のメヤニ発生が抑制され、樹
脂組成物の製膜性が優れ、低光沢度を有し、低温環境における柔軟性も高いため、壁紙等
の内装材等に好適に用いられる。
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